
令和５年度 食の都しずおかレストランフェア運営等業務委託 仕様書

１ 委託する業務名

令和５年度 食の都しずおかレストランフェア運営等業務委託

２ 業務の目的

本県は、日本一高い富士山や日本一深い駿河湾をはじめとする多様な風土

に恵まれ、生産される農林水産物の数は全国でもトップクラスを誇るなど、

数・質ともに食材の宝庫、いわば「食材の王国」である。

この「場の力」を活かし、「ふじのくに食の都づくり仕事人」と生産者との

マッチング及び消費者が本県ならではの食や食文化を体験できるレストラン

フェアを開催し、取組を周知することで、県内外からの誘客促進と本県の魅力

向上を図る。

３ 委託期間

契約日から令和６年３月 15 日（金）まで

４ 基本方針

・「美味ららら」をテーマとした県民及び来静者が地域の食材を活かした料理

等を味わい、食文化を体験できるフェアを開催すること。

・「東アジア文化都市 2023 静岡県」の認証プログラムであることを考慮する

こと。

・県産食材や静岡ならではの食文化など「食の都しずおか」の魅力の情報発

信を行うこと。

・本事業を契機に、今後、地元食材の継続的な活用に繋がる仕組みとするこ

と。

５ 事業内容

（１）レストランフェアの運営業務

対 象 者 食の都づくり仕事人

期 間

令和５年９月～令和６年２月

※「東アジア文化都市 2023 静岡県」のコア実施期間（９～11 月）

にフェア開催期間に含めること



（２）マッチング会の運営業務

業務内容

ア 企画の設計

・フェアのスケジュール及び内容を設計する。

イ キービジュアルの作成

・「美味ららら」をテーマとし、本県食材の魅力が伝わるようなキ

ービジュアルを作成する。

ウ 販促物の作成

・キービジュアルを使用し、販促物を作成する。

詳細：ポスター（Ａ１）200 枚

チラシ（Ａ４）5000 枚

エ 参加店舗の募集

・電話、メール、郵送等により対象者にフェア及び説明会の開催

を周知し、参加店舗を募集する。

オ オンライン説明会の開催

・フェアの詳細を対象者に周知するため、オンラインにて説明会

を開催する。※県庁内会議室で実施を想定。

・関連資料（運営マニュアル及び配付資料）を作成する。

・当日の様子を録画し、編集後動画配信を行う。

カ 管理調整

・窓口として対象者等からの質疑に対応するとともに、参加店舗

の把握や実施状況の確認、連絡調整、広報管理を行う。

キ 情報発信の実施

・作成したポスターやチラシの配布、テレビやＳＮＳにより、県

民や来静者へフェアの開催を周知する。

・県公式サイト「ふじのくに食の都ポータル」内にフェアの概要

と参加店舗の紹介をするページを作成すること。

ク アンケートの作成・実施・集計

・参加店舗用及び参加店舗への来店者用のアンケートを作成・実

施・集計し、実績報告書とともに県に提出する。

対 象 者 食の都づくり仕事人、県内生産者

期 間 令和５年９月～令和６年１月

回 数 計１～３回

業務内容

ア 企画の設計

・マッチング会のスケジュール及び内容を設計する。

イ 参加者の募集

・電話、メール、郵送等により対象者にマッチング会を周知し、

参加者を募集する。

ウ 管理調整



（３）成果品の提出

上記の業務が完了した時は、成果品として、実績報告書及び本業務により

作成したデータ等を県に提出すること。

なお、以下の内容を記載した報告書を提出すること。なお、フェアやマッ

チング会の様子が分かるように写真を添付すること。

詳細：フェアやマッチング会の実施内容

フェアやマッチング会の効果や反省点 等

６ スケジュール

（１）レストランフェアの運営業務

（２）マッチング会の運営業務

・窓口として参加希望者等からの質疑に対応するとともに、参加

者の把握や連絡調整を行う。

エ 当日の運営

・当日の資料（運営マニュアル及び配付資料）を作成する。

・会場や当日の運営に必要な備品の予約、当日の設営、使用料の

支払を行う。

・司会、受付等運営スタッフを手配する。

・参加した生産者の紹介動画を撮影し、編集後動画配信を行う。

オ アンケートの作成・実施・集計

・アンケートを作成し、マッチング会終了後、参加者へ実施・集

計し、実施報告書とともに県に提出する。

カ サンプルの調整・送付・感想聞き取り

・マッチング会に参加した食の都づくり仕事人へサンプル送付の

希望をとり、サンプルを送付する。

・使用後の感想を電話、メール、郵送等により確認する。

時 期 仕 様

７月 企画の設計

８月
参加者募集、キービジュアルの作成、販促物の作成、

説明会の開催

９～２月 フェアの運営

２月 アンケートの実施・集計

随時 管理調整、情報発信の実施

時 期 仕 様

７月 企画の設計

８～12 月 参加者の募集

９～１月
当日の運営、アンケートの実施・集計

サンプルの調整・送付



（３）成果品の提出

７ 事業費に関する事項

本事業にかかる経費は、事業に必要な費用で下記のとおりとする。

（１）レストランフェアの運営業務

人件費、旅費、印刷費、郵送費、通信費、資材作成費、その他消耗品等に

係る費用等

（２）マッチング会の運営業務

人件費、旅費、印刷費、郵送費、通信費、会場使用料、サンプル代、サン

プル代郵送費、その他消耗品等に係る費用等

（３）成果品の提出

人件費、印刷費、郵送費、通信費、その他消耗品等に係る費用等

８ その他留意事項

・県が転載や編集、改訂等を行う場合には著作者人格権を行使しないこと。

（個々の情報データやテキストデータを含む）

・受託者（再委託先含む）は、業務上知り得た情報を他に漏らさないこと。

・再委託先については受託者の責任の基、指導・管理を徹底すること。

・再委託先にて不祥事があった場合に、その責任は全て受託者のものとする。

・業務遂行のために県が提供した資料、データ等は業務以外の目的に使用し

ないこと。

・業務遂行において個人情報等を取り扱う場合については、個人の権利を侵害

することのないよう必要な措置を講じること。

・業務委託を円滑に遂行するため、委託業務の責任者を選任し、県に対し、業

務内容や業務の進捗状況等を適宜報告し、県の指示に従うこと。

・本仕様書に定める以外の事項については、県の指示に従うこと。

・本仕様書の内容に疑義が生じた場合は、県と協議すること。

・新型コロナウイルス感染症、天災その他不可抗力の原因による社会情勢の

変動により、契約後、当業務委託の中止または内容を変更する場合がある。

・「５ 事業内容」に記載した各業務の実施数量を超えた場合、超えた分に係

る全ての費用については、契約額の中で収めること。

10～２月 サンプル感想聞き取り

随時 管理調整

時 期 仕 様

３月上旬 成果品の提出


